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損害防止サーキュラー No. 03-10 
 
 
US関税法―Importer Security Filing及び追加要件 
 
 

アメリカ合衆国関税・国境警備局（CB
P）は最近、米国に輸入する貨物に関し

て提出すべき事前情報において追加情報

の電子的送信を要求する規則の施行を開

始した。 

この情報は外国の港において船舶に貨物

を積載する前に提出せねばならない。 
The Federal Register (73 FR 
71730)の10+2 
Ruleとして知られるImporter Security 
Filing and Additional Carrier 
Requirementsの2008年11月25日の最終規則の公布により、規則はThe United 
States Security and Accountability for Every(SAFE) Port Act of 20061及びMaritime 
Transportation Security Transportation Act 20022の下で公布された。 
 
Importer Requirement(The “10” of the10+2 Rule) 
The10+2 
Ruleは船主、貨物の買受人、受荷主あるいは免許を受けた通関業者である代理店

を含む輸入業者に対して、船舶から荷揚しない貨物や保税扱いにて輸送される特

定の貨物を除いた貨物について、米国向け貨物を船舶に積載する前24時間以内に

CBPにImporter Security Filing(ISF)を提出することを要求している。 
ISFはAutomated Broker InterfaceあるいはAutomated Manifest 
System(AMS)経由で電子的に送信されねばならない。輸入業者は、船舶から荷揚

げしない貨物、保税にて直ちに輸送される貨物、輸出船積予定の貨物については5
項目のみを提出する。3 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Security and Accountability for Every (SAFE) Port Act of 2006(sec 203) 
2 Trade Act of 2002 as amended by the Maritime Transportation Security Act 2002 (section 343a). 
3 Federal register, Vol. 73, No. 228. 25 November 2008. Pg 71731 – 71733.参照。 
一定の限られた目的においては、海上運送人は、例えば本船上に残された海外向け貨物(FROB)に
ついては輸入業者であるとみなされ、貨物積載前にCBPに5 data 
elementを提出する責任がある。この通知は積載前24時間以内に提出する要件ではないが。 
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The Carrier Requirement4 
AMS5による方法で積荷目録情報を電子的にCBPに送信することに加えて、運送人

は、電子的に二つの追加データを要求される。米国向けのすべてのコンテナ輸送 
 
船舶の積載に関してVessel Stow Plan及びContainer Status 
MessageをCBPに提出することである。 
 
Vessel Stow 
Planは米国向けに本船上に積載されている貨物、特に危険物やその他のリスクが

高いコンテナ貨物についての積載位置に関する情報を含めねばならない。CBPは
船舶が外国の最後の港を出港してから48時間以内にStow 
Planを受け取らねばならない。 
もし航海が48時間以内の場合、CBPは船舶が最初の米国の港に到着するまでにSt
ow Planを受け取らねばならない。Vessel Stow 
Planは本船上の船舶やそれぞれのコンテナについて標準的な情報を含めねばなら

ない。CBPによると、NVOCCではなく、vessel operating carrierにVessel Stow 
Planの提出の責任がある。一部にコンテナを積載したばら積み貨物船やBreakbulk
船についてもCBPは本船上のすべてのコンテナ貨物についてVessel Stow 
Planの提出を要求する。 
 
Container Status 
Message（CSM）はコンテナの動静及び変更などの状態を報告する－貨物がfullと
かemptyとか－ものである。もし運送人が現在Equipment Tracking 
SystemにおいてCSMを作成或いは収集する場合、運送人は船舶にて米国に向けて

運ばれるすべてのコンテナに関する一定の事象に関してCBPにCSMを提出せねば

ならない。運送人はEquipment Tracking 
Systemにデータが記録されてから24時間以内にCSMを安全なファイル転送手順

によって電子データとして提出せねばならない。 
Vessel Stow Planと同様、CBPはNVOCCではなくvessel 
carrierにCSMを提出するように要求している。 
 
                                                 
4 次の場合運送人の追加の2項目の報告義務の免除される。（1）bulkあるいはbreak 
bulk貨物をもっぱら運ぶbulk/Break bulk 
carrier（2）本船経由でカナダやメキシコに運ばれそののちトラックや鉄道で米国にはいる貨物(コ
ンテナ貨物を含む)の運送人。 
5 Federal Register 19 CFR Part 4, 103 and Gard Member Circular No 07/2003参照。 
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施行 
CBPによると、2010年の施行は状況を見ながら段階的かつ累進的となるであろう

。CBPは、第一四半期は、輸入貨物があるにも関わらずISFを申告しなかったり、

不正確で時機を逸したISFを提出した輸入業者に対して施行措置を集中する予定で

ある。6 第一四半期においてCBPは約定損害賠償の査定や、積荷禁止命令(“Do  
 
Not Load” 
orders(DNLs))の発令の予定はない。法令不遵守の件はケース・バイ・ケースで調

査され、不遵守のオペレーターには潜在的に処罰が検討される。7 
第二四半期においてCBPは法令遵守を強制する措置として貨物の留置やその他の

保安措置の実施を予定する。しかし、この期間CBPは約定損害賠償の査定や、積

荷禁止命令(“Do Not Load” orders(DNLs))の発令の予定はない。 
第三四半期においてCBPは、ISFのデータや報告に伴う問題或いは報告時期の適正

さについて、約定損害賠償の査定を実施していく。 

第四四半期までにCBPは完全施行モードになる。 
 
アドバイス 
施行がたとえ現在段階的であっても、運送人や輸入業者は10+2 
Ruleを遵守していることを確認すべきである。運送人や輸入業者は、この機会に

通関時の遅れや罰金の課徴を避けるための、コンプライアンスに対する手順を見

直すべきである。 
 
 
 

                                                 
6 American Association of Exporters and Importers, ”ISF Enforcement Strategy” 
(Jan. 20, 2010)参照。 
http://www.aaei.org/ 
http://www.cbp.gov/ 
 
7 CBPはそれぞれの違反に最低USD5,000最高でUSD 
100,000の罰金を科する。罰金のレベルは違反が米国内の最終仕向け地とする国際託送品かどうか

、米国を通過するだけかどうか、期限までに事前情報が提出されたか、vessel stow 
planあるいはcontiner status messageの報告が不十分であり不正確かどうかによる。 
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